
こんにちは 民生委員・児童委員 です

【予約・問合せ先】こども課　子育て支援センター　☎０２９－２９１－０９８０（直通）
　　　茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」内　

新型コロナウイルス感染症対策に関してのお願い
・新型コロナウイルス感染の疑いや濃厚接触者となってしまった場合、もしくは家族がＰＣＲ検査を受
け、結果待ちの場合は利用をご遠慮ください。
・新型コロナウイルス感染症が疑われる方と接した場合や、同居する家族に発熱のある方がいた場合は、
一定期間の利用をご遠慮ください。
・咳、鼻水などの症状のある方は、利用をご遠慮ください。

対　　象　茨城町に住民票のある未就学児と保護者

開放時間　午前及び午後の２部制
　　　　　＊土曜日の開放は当面行いません。

　　　　　平日  《午前》 ９時30分～11時30分
　　　　　　　 《午後》 １時30分～３時30分

予約受付　月曜日～金曜日の午前９時～午後４時
　　　　　(当日予約も承ります)

＊希望日の前週の月曜日より、電話また
は子育て支援センターの窓口で受け付
けます(定員になり次第締め切り)。

そ の 他
・予約できる方は利用する保護者のみです。
・予約は一家庭一回までとし、次の予約は利用後
にお受けします。
・兄姉であっても小学生の利用はご遠慮ください。
・詳細は受付の際にお伝えします。

読み聞かせ
日　時　５月17日(水)　午前11時～11時15分
　　子育てボランティアが絵本や紙芝居の読み聞か
せに来てくれます。親子でゆったりとお話の世界
を楽しみましょう。
　ボランティアによるピアノ演奏
日　時　５月19日(金)　午前11時～11時15分
　　毎月一回、子育て個人ボランティアのサニー
NAOKOさんによる演奏があります。お子さんと
一緒に心地良い音色で癒やされましょう。

まんまるたいむ
時　間　午前11時～11時15分
　「わくわくおはなし」「ふれあいあそび」「リズムであそぼ
う」などを日替わりで行います。
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子育て相談
ご利用ください

対　　象　未就学児をもつ保護者
場　　所　子育て相談室
受付時間　月～金　午前９時～午後５時（※祝日を除く）
　　　　　５月６日（第１土曜日）
　　　　　　　　　午前９時～午後４時30分
　子育てに関する悩みや不安、誰かに話を聞いてもらいた
いことなど、さまざまな相談に保育士が対応します。相談
の間、保育士にお子さんを預けることができます（月～金）。
　電話での相談も受け付けていますので、どうぞお気軽に
ご連絡ください。

要予約

　子育て中の仲間とおしゃべりする場です。参加者や職員と気軽にお
しゃべりをしましょう。子育てに関するアイディアやあそび場の情報な
ど、参加者と共有しませんか。
対　　象　茨城町に住民票のある０歳から３歳の子どもと保護者
日　　時　５月24日（水）　午前10時～11時
場　　所　まんまるーむ（定員５組）
予約受付　５月10日(水)～23日（火）　午前９時～午後４時　※土・日を除く。

電話または子育て支援センター窓口で受け付けます（定員に
なり次第締め切り）。

「集いの場。ＴＵ☆ＮＡ☆ＧＵ」
町内在住者対象子育てセミナー
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まんまるーむのご案内まんまるーむのご案内まんまるーむのご案内 要予約

（各５組程度）
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　５月12日は「民生委員・児童委員の日」です。
　民生委員制度は、大正６年（1917年）5月12日に誕生した、歴史ある制度です。

　民生委員・児童委員は、昨年12月１日付けで全国一
斉改選が行われ、町も30名の新任者を含めた62名の委
員が厚生労働大臣から委嘱を受け、新任期のスタートと
なりました。
　今後、１期３年間（～令和７年11月30日）、地域の皆
様のご協力と信頼のもと、地域福祉の担い手として活動
していきます。
　日常の暮らしの中で悩み事を抱えている方は、各地区
担当の民生委員・児童委員までご相談ください（委員一
覧は、広報いばらき２月１日号に掲載しています）。

【問合せ先】　社会福祉課　☎０２９－２４０－７１１２（直通）

５月12日は「民生委員・児童委員の日」です。
民生委員制度は、大正６年（1917年）5月12日に誕生した、歴史ある制度です。

民生委員・児童委員は、昨年12月１日付けで全国一
斉改選が行われ 町も30名の新任者を含めた62名の委
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あなたの地域の身近な相談相手

　民生委員とは、厚生労働大臣からボランティアとして委嘱された、非常勤の地方公務員です。地域住民
と、行政や専門機関などの「つなぎ役」を担っており、地域住民からの相談に広く応じています。
　また、児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育て
の不安や心配ごとなどに対する支援を行っています。民生委員が兼任しており、各担当地区内の住民の相
談・支援を行う「地区担当委員」と、子どもや子育てに関する支援を専門的に担当する「主任児童委員」
に分かれています。

民生委員・児童委員ってどんな人？

各地区の民生委員・児童委員へご相談のある方は、下記までご連絡ください。

令和4年度全体視察研修
（福島県三春町　コミュタン福島
福島県環境創造センター交流棟）

米川副会長　　　  武藤会長
            入之内副会長　　     鬼澤副会長

地域の皆さんの相談相手です
　皆さんの悩みや心配ごとについ
て相談をお受けし、解決に向けて、
助言やお手伝いをします。

皆さんと行政のパイプ役です
　皆さんが安心して生活できるよ
うに、皆さんの声を行政や関係機
関に届けます。
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まんまるーむのご案内
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